
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみの「金属類・割れ物」専用袋を配布します。 

〇配布時期：令和７年１１月２５日～１２月２６日（予定） 

〇配布対象：水海道地区全世帯（ポスティングによる配布）※今回限り配布 

〇配 布 物：ごみの「金属類・割れ物」専用袋１セット（１０枚入） 

 

「金属類・割れ物」専用袋 ▶ 

※使用日：１２月～ 第３水曜日 

（毎月３回目の不燃ごみ収集日） 

※「金属類・割れ物」専用袋を購入する際は、 

３月頃店頭に並ぶ予定です。 

 

 

●「金属類・割れ物」対象品目 

例：金属製品、セトモノ、傘、     

電球、袋に入る電化製品 

 

 

※電化製品に使用している乾電池、リチウムイオン電池等の 

小型充電式電池は、取り外して指定のボックスへ入れてください。 

※ごみの分別方法について （市のホームページを参照ください。）▶ 

                                     

   

守谷市　　　　　つくばみらい市

常総環境センター指　定
認可第　　号

常総市（旧水海道市）　取手市

　　入れないでください。

金属類・割れ物専用袋
Metals and fragile items
Metais e itens frágeis

金属和易碎物品
この指定袋以外で集積所に出されたものは回収いたしません。

分別のご協力ありがとうございます。

◎　必ず、指定された収集日の朝8時までに出してください。

◎　口をしっかりと結んで出してください。

◎　金属類・割れ物以外のごみは入れないでください。 取扱い上の注意

◎　ガスボンベ、農薬、医療廃棄物などの危険ごみは

◎　あき缶、あきビン 、ペットボトル、プラスチック製容器包装などは

　　資源物として出してください。

－　無公害性ポリエチレン製　－

〇お問い合わせ 

常総環境センター  0297-48-2314 

常総市役所 生活環境課 0297-23-2919 


